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はじめに

本書はプロケアDXをご契約のクライアント様向けの情報共有資料です。
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【諸注意事項（ご⼀読ください）】
1. 本書の著作権はProfessional Care Internaitonal 株式会社が保有しています。
2. 当社に許可なく本チェックリストの無断転載、改ざん、流⽤、配布を禁⽌いたします。
3.本書はProfessional Care International 株式会社の⽚⼭海⽃⽒による監修のもと2026/03/16作成されました。

作成や、困ったこと、わからないことがあれば、随時チャットで対応させていただいております。
また、処遇改善加算計画書作成サポートについては、後⽇改めてお知らせいたしますのでご確認ください。

https://pcig.jp/


PHASE.1 

そもそも処遇改善加算ってどんなのだっけ？
基礎知識編



基礎知識編

そもそも処遇改善加算ってどんなのだっけ？

CHECK  POINT　　　

処遇改善加算とは、介護事業者が算定できる加算。処遇改善加算は原則として「全て従業員に還元する」必要があり、算定するた
めにはキャリアパス要件や職場環境改善要件、⽉額賃⾦改善要件の３要件を満たすことが求められる。

処遇改善加算は、”従業員”に全て⽀給する必要がある

キャリアパス要件 職場環境改善要件 ⽉額賃⾦改善要件



基礎知識編

「実際どうやって計算するんだっけ？」加算額の算出⽅法

⽉額介護報酬総単位数 × 処遇改善加算率（X） × 1単位の⾦額（C）

⽉額報酬総合単位数とは、毎
⽉10⽇までに前⽉分のサービ
ス実績分を国保連合会に請求
する単位の合計です。

処遇改善加算率とは、事業所
が要件を満たすことで取れる
加算の区分により変動しま
す。

1単位の⾦額は、国が定めるさ
事業種別ごとの⼈件費率によ
り各市町村に定められている
⾦額です（デフレ‧インフレ
により若⼲変更あり）



基礎知識編

HINT：地域区分の確認⽅法

地域区分 XX市でWeb検索！

地域区分の検索⽅法は、インターネットで
「地域区分」＋「XX市」で検索すると地域
区分が把握できます。



処遇改善加算の算定には、計画と実績報告が必ず必要

基本加算の算定には、毎年 4月末に計画書を都道府県に提出する必要があります。
また、毎年7月末には前年度の実績報告を実施する必要があります。

CHECK  POINT　　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

計画書の提出 実績報告

基礎知識編



基礎知識編

法制度から読み解く処遇改善加算の歴史

2009年：まずは原資確保

2012年：臨時措置から制度へ

2015年：賃上げ＋キャリアパス

2017年：昇給ルールを重視

2019年：経験者へ重点配分

2022年：ベースアップ重視

2024年：複雑な制度を⼀本化

2026年：介護従事者全体へ拡⼤

2009〜2014年：原資確保と制度化

介護職員の賃上げ原資を確保する時代。2009年度の補正予算では、介護報酬改定に加え
て、処遇改善に取り組む事業者へ3年間の助成が⾏われました。その後、2012年度改定
で、その交付⾦相当分を介護報酬へ移し、介護職員処遇改善加算が創設されました。こ
の時期は、⼀時的な⽀援を、継続できる制度に変えた時代でした。 

2015〜2024年：要件強化と配分⾼度化

この時期は、単にお⾦を出すだけではなく、どう配るか、どう育てるかが重視されるよ
うになりました。2015年度改定では加算が拡充され、資質向上、雇⽤管理の改善、キャ
リア形成を促す仕組みが強化されました。2017年度には、経験‧資格‧評価などに応じ
た昇給の仕組みを設けることが新たな要件となり、2019年10⽉には介護職員等特定処遇
改善加算、2022年10⽉には介護職員等ベースアップ等⽀援加算が創設され、毎⽉の賃⾦
改善、特にベースアップがより重視されました。この時期は、賃上げを、キャリアや経
験、毎⽉の給与と結びつけていった時代でした。

基礎知識編



参考：算定率と注意点

基本加算を算定している全体の介護事業者は96%であり、⽐較的算定しやすい加算です。
その⼀⽅で運営指導の返還が多く、キャリアパス要件を満たしているかどうかが重要になります。

CHECK  POINT   

事業所種別 指導実例 返還額・行政指導

訪問介護
当該事業所の職員ではない者に支給したほか、虚偽
の実績報告を提出し、不正に請求、受領した。

486万円（指定取り消し処分）｜愛知県

訪問介護
当該事業所のキャリアパス要件を満たしていないのに
も関わらず、加算分を請求し、不正に請求、受領した。

327万円（6カ月間30%返還）｜福岡

通所介護
当該事業所のキャリアパス要件を満たしていないのに
も関わらず、加算分を請求し、不正に請求、受領した。

219万円（指定取り消し処分）｜東京

基礎知識編



PHASE.2 

ここだけ抑える！2026年臨時改正の変更点
最新情報



2026年臨時改正の変更点

ここだけは抑えておけばOK！2026年から変更された3つのポイント

⽀給対象の柔軟化
（栄養⼠や事務員などが対象）

CHECK  POINT　　　

令和8年度の処遇改善加算は、介護職員のみを対象とした制度から、介護従事者全体の賃上げを後押しする制度へと変更。あわせ
て、⽣産性向上‧協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分が新設され、訪問看護‧訪問リハ‧居宅介護⽀援等にも新たな加算が
設けられた。

加算区分が変更
（⽣産性向上要件の追加に伴う）

事業対象の拡⼤
（訪問看護、リハ、居宅介護⽀援）



⽀給対象の柔軟化

CHECK  POINT　　　

令和8年度改定では、処遇改善加算の考え⽅が『介護職員中⼼』から『介護従事者まで含む』⽅向へ明確化された。もっとも、事業
所内で介護職以外の職種に配分できる取扱い⾃体は既に⽰されており、法⼈本部の事務‧経理等も、算定対象事業所の業務に従事
している場合に限り対象となり得る。

従来の処遇改善 これからの処遇改善

2026年臨時改正の変更点

介護職員中⼼の⽀給を推進

R6年〜R7年は、各事業所内の処遇改
善加算の配分は介護職員への配分を
基本とし、特に経験‧技能のある職
員に重点を置く考え⽅

介護職員のみならず介護従
事者を対象に幅広く⽉1.0
万円の賃上げを推進

対象は事務員‧PT‧ケアマネ‧看護
師‧調理師‧栄養⼠など幅広く対象
してねという考え⽅



加算区分が変更

CHECK  POINT　　　

2026年4〜5⽉までは従来型の4区分（Ⅰ〜Ⅳ）ですが、6⽉以降は6区分（Ⅰイ‧Ⅰロ‧Ⅱイ‧Ⅱロ‧Ⅲ‧Ⅳ）に変わります。
ここでⅠロ‧Ⅱロが、⽣産性向上や協働化に取り組む事業者向けの上乗せ区分です。

従来の処遇改善（訪問介護を例） これからの処遇改善

2026年臨時改正の変更点

介護職員処遇改善加算Ⅰ（24.5％）
介護職員処遇改善加算Ⅱ（22.4％）
介護職員処遇改善加算Ⅲ（18.2％）
介護職員処遇改善加算Ⅳ（14.5％）

介護職員処遇改善加算Ⅰイ（27%）
介護職員処遇改善加算Ⅰロ（28.7%）
介護職員処遇改善加算Ⅱイ（24.9%）
介護職員処遇改善加算Ⅱロ（26.6%）
介護職員処遇改善加算Ⅲ（20.7％）
介護職員処遇改善加算Ⅳ（17.0％）

新設&加算率変更



事業対象の拡⼤

CHECK  POINT　　　

これまで対象外だったサービスにも、6⽉から新たに処遇改善加算がつきます。 新設されるのは、（介護予防）訪問看護 1.8％、
（介護予防）訪問リハビリテーション 1.5％、居宅介護⽀援‧介護予防⽀援 2.1％です。逆に、（介護予防）福祉⽤具貸与、特定
（介護予防）福祉⽤具販売、（介護予防）居宅療養管理指導は、6⽉以降も加算率0％で、引き続き⾮対象です。

2026年臨時改正の変更点

居宅介護支援事業所
（2.1%の加算）

訪問看護
（1.8%の加算）

訪問リハビリ
（1.5%の加算）

Check POINT：算定するには、キャリアパス要件１〜２＆⽉額賃⾦改善要件Ⅰまたは⽣産性向上要件を満たすことが必要。



訪問看護‧訪問リハビリ‧居宅介護⽀援事業所の算定要件

CHECK  POINT　　　

訪問看護‧訪問リハビリ‧居宅介護⽀援事業所の算定要件は処遇改善加算Ⅳに相当する要件またはケアプランデータ連携システム
への加⼊を満たす必要があります。

2026年臨時改正の変更点

キャリアパス要件Ⅰ‧Ⅱ(処遇改善加算Ⅳ) ⽉額賃⾦改善要件(処遇改善加算Ⅳ) ケアプランデータ連携システム加⼊誓約

⽀給対象者について、職位、職責、職務
内容などに応じた任⽤などの要件を定
め、それらに応じた賃⾦体系を整備しま
す。根拠規定を書⾯で整備した上で、全
ての⽀給対象者に周知が必要です。

また、キャリアパス要件は以下のいずれ
かを満たす必要がある。

a.研修機会の提供または技術指導などの
実施、介護職員の能⼒評価
b.資格取得のための⽀援（勤務シフトの
調整、休暇の付与、費⽤の援助など）

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、
⽉給（基本給または決まって毎⽉⽀払わ
れる⼿当）の改善に充てます。具体的な
⾦額は処遇改善計画書に必要事項を記⼊
すると⾃動で算出されます。

2分の1要件 R9年3末措置



PHASE.3 

結局今から何を対応すればいいの？
運営指導の視点から処遇改善関連の書類を読み解く



結局今から何を対応すればいいの？

2026年最新版！ここだけは抑える！処遇改善算定の４つの極意

CHECK  POINT　　　

処遇改善加算Ⅰを算定するためには、キャリアパス規程、資格取得規程、職場環境改善要件の規程が必要です。
また、処遇改善加算Ⅰの最上位加算を算定するためにはケアプランデータ連携システム（⽉額約2,000円）の成約が必須。

キャリアパス規程 資格取得規程 職場環境改善要件規程 ケアプランデータ連携システム誓約



結局今から何を対応すればいいの？

そもそもキャリアパス要件ってなんだっけ？

CHECK  POINT　　　

キャリアパス要件とは処遇改善加算を算定するための、要件です。キャリアパスはⅠ〜Ⅴまであり、要件を満たせば満たすほど上
位加算（加算率が⾼い）が算定できます。

キャリアパス要件 処遇改善加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱ 処遇改善加算Ⅲ 処遇改善加算Ⅳ

Ⅰ 任用要件・賃金体系 ○ ○ ○ ○

Ⅱ 研修の実施等 ○ ○ ○ ○

Ⅲ 昇給の仕組み ○ ○ ○ ×

Ⅳ 改善後の賃金額440万
円

○※ ○※ × ×

Ⅴ 介護福祉士等の配置 ○ × × ×



常時雇用する従業員が 10名以上の場合は、就業規則が必要。

CHECK  POINT　　　

そもそも10名以上の常時雇⽤する従業員（以下、従業員という）がいる場合は、就業規則に賃⾦の決定‧計算‧⽀払⽅法‧締切‧
⽀払時期‧昇給の６つの内容を記載している就業規則必要が必要です。難しく考える必要はなく、基本的なテンプレートには厚⽣
労働省が出しています。これとは別に「キャリアパス規程」を⽤意します。

● 賃⾦の決定
● 計算⽅法
● ⽀払い⽅法
● 締切
● ⽀払い時期
● 昇給

簡単な就業規則の作成⽅法

結局今から何を対応すればいいの？

ダウンロードQR



PHASE.4

キャリアパス規程の策定
キャリアパス規程の策定⽅法をマスターする



キャリアパス規程の策定

キャリアパス規程とは？

CHECK  POINT　　　

キャリアパス規程とは就業規則の別紙として、キャリアパス要件のⅠ〜Ⅴまでを明⽰した規程である。処遇改善加算を算定する際
には、就業規則や賃⾦規定に記載するのではなく、キャリアパス規程として策定した⽅が、コスパ‧運⽤上Good

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1e.pdf

https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1e.pdf


PHASE.5

資格取得規程の策定
資格取得規定の策定⽅法を知る



資格取得規程の策定

資格取得規程とは？

CHECK  POINT　　　

資格取得規程とは、就業規則とは別紙でキャリアパス要件Ⅱを満たすための書類である。
内容は以下の通り規定し、事業所内掲⽰をすることで処遇改善加算の周知義務も満たすことが可能

‧対象資格
‧対象者
‧⽀援内容
‧⽀援条件
‧費⽤返還の⽅法
‧契約締結
‧順守事項

資格取得規定の７箇条



PHASE.6

職場環境改善要件規程の策定
職場環境改善要件規定を知る



職場環境改善要件規程の策定

職場環境改善に関する取組実施状況

CHECK  POINT　　　

職場環境改善要件は、処遇改善加算を算定する事業所が満たすための要件である。本要件は、⼊職時の取り組みや、⽣産性向上の
取り組み等に関して事業所が定めるものである。介護情報公表システムや規定として掲⽰が義務化されている。

今回ここに新しくケアプランデータ連携システムが追加された



ケアプランデータ連携システムとは？

CHECK  POINT　　　

ケアプランデータ連携システムとは、介護現場の業務負担軽減を⽬的に、居宅介護⽀援事業所と介護サービス事業所などの間で、
ケアプラン関連データを標準化した形で送受信する仕組みです。

処遇改善加算のロを算定するなら強制加⼊

R9年3末措置

処遇改善加算ロを算定するためにはケアプランデータ連携システムの導⼊が
必須。また、厚労省の補助⾦の要件にもなっているので、今のうちに契約す
ることを推奨（⽉約2,000円）

職場環境改善要件規程の策定



処遇改善計画サポートについて

プロケアDXをご契約いただいているクライアント様へ

今年も、処遇改善加算の計画書作成サポートを実施いたします。
後⽇、全体向けにご案内いたしますので、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

全社共通で、職場環境改善要件に関する規程書、資格取得規程、キャリアパス規程などは、すでに作成済みかと思います。
現時点で把握している情報では、制度変更があったことのみを理由として、直ちにこれらの規程の修正が必要になる状況ではあり
ません。

また、今回の処遇改善加算に関してご不明な点がございましたら、チャットにてご相談ください。

以上、引き続きよろしくお願いいたします。

Professional Care International 株式会社 ⽚⼭

お知らせ


